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（１） 障害者総合支援法の施行 
平成２５年４月１日から「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）」となりました。概要は、次のとおりです。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

（２） 総合的な支援の全体像 
総合的な支援の全体像は、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。  

また、児童福祉法によるサービスは「障がい児通所支援」、「障がい児入所支援」、「障がい児相談支援」

で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 障害者総合支援法による障がい福祉サービス 
 

障がいのある方々が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。 

① ｢障害者自立支援法｣を｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合

支援法）｣とする。  

② 日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保、地域社会におけ

る共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを基本理念とする。  
③ 障がい者の範囲に難病等を加える。  

④ ｢障害程度区分｣を、必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す｢障害支援区分｣に改める。  
⑤ 重度訪問介護の対象拡大、共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一

元化、地域移行支援の対象拡大、地域生活支援事業の追加。  

⑥ サービス基盤の計画的整備                      

 

＜障害者総合支援法＞  ＜児童福祉法＞  

【介護給付】 

・居宅介護(ホームヘルプ) 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

・短期入所(ショートステイ) 

・療養介護 

・生活介護 

・施設入所支援  

【訓練等給付】 

・自立訓練 

・就労移行支援 

・就労継続支援(Ａ型・Ｂ型) 

・就労定着支援 

・自立生活援助 

・共同生活援助(グループホーム) 

【相談支援給付】 

・計画相談支援 

・地域移行支援 

・地域定着支援 

【自立支援医療】 

・更生医療 

・育成医療 

・精神通院医療※ 

（※実施主体は県） 

【補装具】 

【障がい児通所支援】 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援  

【障がい児入所支援】 

・福祉型障がい児入所施設 

・医療型障がい児入所施設 

・理解促進研修，啓発事業 

・自発的活動支援事業 

・相談支援事業 

・成年後見制度利用支援事業 等 

・専門性の高い相談支援事業 

・広域的な対応が必要な事業 

・人材育成 

自立支援給付  

地域生活支援事業  

市町村  

支援  

【障がい児相談支援】 

地域生活支援事業  県  
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（３） 障がい福祉サービスに係る自立支援給付の体系  

「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は 

「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。 

 

 
サービス名 サービス内容 主たる対象者 

介

 

護

 

給

 

付 

居 宅 介 護 

（ ホ ー ム ヘ ル プ ） 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等

を行います。 

区分１以上の障がい者（これに相当する心身の状態

の障がい児） 

重 度 訪 問 介 護  重度の肢体不自由者又は重度の知

的障がい若しくは精神障がいによ

り行動上著しい困難を有する障が

い者であって、常に介護を必要と

する人に、自宅で、入浴、排せつ

、食事の介護、外出時における移

動支援などを総合的に行います。 

区分４以上で、次のいずれかに該当する方 

(1)二肢以上に麻痺等があり、調査項目のうち

、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」の

いずれも「支援が不要」以外に認定されている

方 

(2)調査項目のうち行動関連項目の合計点が10

点以上である方 

行 動 援 護  自己判断能力が制限されている人

が行動するときに、危険を回避す

るために必要な支援、外出支援を

行います。 

区分３以上で、調査項目のうち行動関連項目の

合計点が１０点以上である知的障がい者又は

精神障がい者（これに相当する支援の度合の障

がい児） 

同 行 援 護 移動時及びそれに伴う外出先にお

いて必要な視覚的情報の支援（代

筆・代読を含む）、移動時及びそれ

に伴う外出先において必要な移動

の援護、排せつ・食事等の介護そ

の他外出する際に必要となる援助

を行います。 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する

障がい者等であって、次に該当する方 

・同行援護アセスメント調査票による、調査項

目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」

のいずれかが１点以上であり、かつ、「移動障

害」の点数が１点以上の方 

重 度 障 害 者 等  

包 括 支 援  

常に介護が必要な障がい者のうち、

介護の必要性が非常に高いと認め

られた人には、居宅介護などの障が

い福祉サービス（例：通所サービス

、訪問系サービス、グループホーム

）を包括的に提供します。 

区分６の障がい者(区分６に相当する支援の度合の

障がい児)で意思疎通に著しい困難があり、次のいず

れかに該当する方 

(1)重度訪問介護の(1)の対象者で、四肢すべてに

麻痺があり、かつ、寝たきり状態で、 

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体

障がい者 

(イ)最重度知的障がい者 

(2)調査項目の行動関連項目等の合計点数１０点以上

の方 

 短 期 入 所  

（ショートステイ）  

自宅で介護する人が病気の場合などに

短期間、夜間も含め、施設で、入浴、排

せつ、食事の介護等を行います。 

・区分１以上の障がい者 

・障害支援区分とは別に厚生労働大臣が定める

区分における区分１以上に該当する障がい児  
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※特に断りのない場合、「区分」＝「障害支援区分」 

 

 サービス名  サービス内容 主たる対象者 

 
 

 

介 

護 

給 

付 

療 養 介 護  医療と常時介護を必要とする人に

、医療機関で機能訓練、療養上の

管理、看護、介護及び日常生活の

世話を行います。 

・気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を

行っている者であって、区分６の障がい者 

・筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者

であって、区分５以上の障がい者 

生 活 介 護  常に介護を必要とする人に、昼間

、入浴、排せつ、食事の介護等を

行うとともに、創作的活動又は生

産活動の機会を提供します。 

・50歳未満の場合は、区分３以上の障がい者 

（施設入所支援利用者は区分４以上） 

・50歳以上の場合は、区分２以上の障がい者 

（施設入所支援利用者は区分３以上） 

施 設 入 所 支 援  施設に入所している人に、夜間や

休日、入浴、排せつ、食事の介護

等を行います。 

(1)生活介護を受けていて、 

・50歳未満の場合は、区分４以上の障がい者 

・50歳以上の場合は、区分３以上の障がい者 

(2)自立訓練又は就労移行支援を受けており、

入所させながら、訓練等の実施が必要かつ効果

的であると認められる障がい者、又は通所によ

って訓練等を受けることが困難な障がい者 

訓

練

等

給

付 

自   立   訓   練  
(機能訓練･生活訓練) 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一

定期間、身体機能や生活能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

機能訓練：身体障がい者 

生活訓練：知的障がい者又は 

精神障がい者，難病患者等 

就 労 移 行 支 援 就労を希望する人に一定期間、生産活動及びその

他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能

力の向上に必要な訓練を行います。 

65 歳未満であって、就労を希望し、適

性にあった職場への就労等が見込まれ

る障がい者 

就 労 継 続 支 援 
（ Ａ 型 ･ Ｂ 型 ） 

一般企業等での就労が困難な人に、就労や生産活動の

機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

Ａ型：65 歳未満で、雇用契約に基づく

就労が可能な障がい者 

Ｂ型：雇用に結びつかない方や、一定年

齢に達している障がい者 

共 同 生 活 援 助 
(グループホーム ) 

主として夜間や休日、共同生活を行う住居で、相

談、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援

助を行います。 

身体障がい者、知的障がい者及び精神

障がい者，難病患者等 

就 労 定 着 支 援 一般企業等へ就職した人に、就労の継続に向けて、

生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題

解決に向けて必要な支援を行います。 

就労移行支援等の利用を経て、一般企

業等へ就職した者で、就労に伴う環境

変化により生活面の課題が生じている

障がい者 

自 立 生 活 援 助 一人暮らしを希望する人に対し、定期的に居宅を

訪問し、家事や体調管理、地域住民との関係など

について確認を行い、必要な支援を行います。 

障害者支援施設やグループホーム等か

ら一人暮らしに移行した者で理解力や

生活力等に不安がある者 
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（４） 地域生活支援事業 (市町村事業) 

事 業 名 事  業  内  容 対 象 

理解促進研修・啓発事業 
地域社会の住民に対して、障がい者等の理解を深めるための研修・

啓発を行います。 
住 民 

自発的活動支援事業 
障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよ

う、自発的な取組みを支援します。 

障がい者・その家族 

住  民 

相談支援事業 

障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者

などの相談に応じ、情報提供や権利擁護のための必要な援助を

行います。 

障がい者 

成年後見制度利用支援事業 
成年後見制度の利用に要する費用の補助を行い、知的障がい者又は

精神障がい者の権利擁護を図ります。 

知的障がい者 

精神障がい者 

成年後見制度法人後見支援

事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができ

る法人を確保できる体制を整備します。 

法人後見実施団体 

予定している団体 

意思疎通支援事業 
手話通訳・要約筆記者の派遣、手話通訳者の設置、点訳・代筆

・代読・音訳等による支援をします。 

視聴覚、言語・音声 

機能等の障がい者 

日常生活用具給付等事業 
日常生活の便宜を図るための用具の給付等を行います。利用者

負担は市町村が決定します。 
障がい者 

手話奉仕員養成研修事業 
手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術

を習得した手話奉仕員を養成します。 
住   民 

移動支援事業 
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のた

めの外出の際の移動を支援します。 

移動が困難な 

障がい者 

地域活動支援センター機能強

化事業 

創作活動又は生産活動の機会提供、社会との交流の促進等を行

います。 
障がい者 

その他の事業  

日
常
生
活
支
援 

福祉ホームの運営 低額な料金での居室等利用を支援します。 障がい者 

生活訓練等 日常生活上必要な訓練・指導等を行います。 障がい者 

日中一時支援 
障がい者の日中における活動の場を確保し、日頃介護にあたっ

ている家族の休息を支援します。 
障がい者 

社

会

参

加

支

援  

レクリエーション活動等支援 各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催します。 障がい者 

文化芸術活動振興 
障がい者の作品展、音楽会、映画祭など文化芸術活動の機会を

提供します。 
障がい者 

点字・声の広報等発行 
点訳、音訳等の方法により、自治体の広報や障がい者関係情報

などを定期的に提供します。 
視覚障がい者 

奉仕員養成研修 
点訳又は音訳（朗読）に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、

音訳（朗読）奉仕員等を養成します。 
住 民 

自動車運転免許取得・改造

助成 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を

助成します。 

障がい者 

※市町村によって事業実施内容が異なりますので、詳細については各市町村にお問合せ下さい。 
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（５） 地域生活支援事業等 (県事業) 

 

事 業 名     事  業  内  容 対  象 
地域生活支援事業  

発達障がい者支援センター 

運営事業 

県発達障がい者総合支援センターを運営し､来所による相

談､発達支援､就労支援､研修や普及啓発を行います｡ 

発達障がい者 

及びその家族等 

高次脳機能障がい及びその関

連障がいに対する支援普及事

業 

高次脳機能障がい者への支援を行うために支援拠点機関を置き

、相談支援コーディネーターによる専門的な相談支援を行いま

す。 

高次脳機能 

障がい者 

てんかん地域診療連携体制整

備事業 

てんかん患者が地域の専門医療につながるよう「てんかん

診療拠点機関」を指定し、専門的な相談支援事業や普及啓

発を行います。 

てんかん患者 

障がい児等療育支援事業 
外来による専門的な療育相談や障がい児の通う保育所等の

職員の療育技術指導などを行います。 

知的障がい児(者)

等 

専門性の高い意思疎通支援を 

行う者の養成研修事業 

手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術等

を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及

び基本技術を習得した要約筆記者を養成します。また、盲

ろう者(視覚と聴覚に重複して障がいのある者)の自立と社

会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を養成しま

す。  

住 民 

専門性の高い意思疎通支援を 

行う者の派遣事業 

広域的な派遣や市町村での対応が困難な場合等に、手話通訳者

又は要約筆記者を派遣します。また、盲ろう者に対し、通訳・

介助員を派遣し、コミュニケーションと情報保障及び移動等を

支援します。 

聴覚、言語・音声機

能等の障がい者・ 

盲ろう者  

相談支援従事者等研修事業 
相談支援従事者の資質の向上を図るため、初任者・現任者

研修等を実施します。 

相談支援事業 

従事者 

サービス管理責任者 

研修事業 

事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画

の作成等を行うために配置されるサービス管理責任者等を養成しま

す。 

事業所・施設 

音声機能障がい者発声訓練 

指導者養成事業 
発声訓練を行う指導者を養成します。 音声機能障がい者 

日
常
生
活
支
援 

オストメイト 

社会適応訓練 

ストマ用の蓄便袋、蓄尿袋（ストマ用装具）の取り扱いや

社会生活に関することを講習します。 
オストメイト 

音声機能障がい者 

発声訓練 
音声機能を喪失した方に対し発声訓練を行います。 音声機能障がい者 
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事 業 名     事  業  内  容 対  象 

社 

会 

参 

加 

支 

援 

手話通訳者設置 手話通訳者を県の福祉部署等に設置します。 聴覚障がい者等 

字幕入り映像ライブラリー

の提供 
字幕、手話入りビデオカセットテープ等を製作し、貸出します。 聴覚障がい者等 

点字・声の広報等発行 
点訳、音訳等の方法により、県の広報や地域生活で必要度

の高い情報を定期的に提供します。 
視覚障がい者 

点字による即時情報 

ネットワーク 

毎日の新しい情報を、インターネットや音声等により提供しま

す。 
視覚障がい者 

奉仕員養成研修 
点訳、音訳（朗読）活動ができる点訳奉仕員や音訳（朗読

）奉仕員等を養成します。 
住 民 

レクリエーション活動等支

援 

県下全域を対象に、各種レクリエーション教室や大会・運

動会を開催します。 
障がい者 

芸術文化活動振興 
障がい者の作品展、音楽会、映画祭など文化芸術活動の機

会を提供します。 
障がい者 

サービス提供者 

情報提供等 

都道府県間を移動する場合に目的地でサービスを受けられ

るよう、情報提供等を行います。 
障がい者 

事 業 名     事  業  内  容 対  象 
地域生活支援促進事業  

障害者就業・ 
生活支援センター事業 
 

就職や職場への定着が困難な障がい者や就業経験のない障が

い者に対し就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を

行います。 

障がい者 

工賃向上計画支援等事業 

就労継続支援Ｂ型事業所等での工賃等向上を図るため、事業所

に対する経営改善等の支援や共同受注窓口を通じた、農福連携

等や民需獲得の支援を行います 

事業所等 

強度行動障がい 

支援者養成研修事業 

強度行動障がいを有する者等に対し、適切な支援を行う職員の人材

育成を進めるため、研修を実施します。 
事業所等 

身体障がい者補助犬育成 
身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を育成し

ます。 

視聴覚、肢体の

各障がい者 

障がい者ＩＣＴサポート 

総合推進事業 

障がい者に対し、スマホなどのＩＣＴ機器の紹介や貸出、利用に

係る相談を行う「徳島県障がい者ＩＣＴサポートセンター」を設

置し、障がい者のＩＣＴスキル向上を図ります。 

その他、ＩＣＴサポーターの養成や派遣、出張ＩＣＴ機器体験会の

開催も行います。（57 ページ参照） 

住 民 

地域における読書バリアフリー 

体制強化事業 

点字図書館と公共図書館の連携強化により地域における図書

等の点字化・音声化ができる人材の強化を図ります。 
住 民 
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（６） 障がい福祉サービス利用の手続きと支給決定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

申     請 

同 行 援 護 

 

介護給付(同行援護除く) 

 

訓練等給付 地域相談支援 

サービス等利用計画案の提出依頼 

 

同行援護アセスメント調査票により調査 

障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 

医師意見書 

一次判定（コンピュータ判定） 

市町村審査会（二次判定） 

 

障害支援区分の認定 

市町村長へ判定結果を通知 

申請者に認定結果通知 

 

サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 提 出 

サ ー ビ ス 利 用 意 向 の 聴 取 

地域相談支援給付決定 支   給   決   定 

医師意見書 

申請者に支給決定通知 

サービス等利用計画の作成 

サ ー ビ ス 利 用 

暫定支給決定 

個別支援計画 

申請者に給付決定通知 



- 19 - 

 

 

(７) 障がい福祉サービスの利用者負担 ［障がい者］ 

 

 

 

●所得区分によって利用者負担の上限月額が設定されています。  

●なお、２０歳以上の障がい者について、障がい福祉サービス等の負担上限額を算定する際の「世帯＊」

の範囲は、個人単位を基本とし、「本人と配偶者のみ」の所得で判断します。  

 

＊施設に入所する２０歳未満の障がい者は保護者の属する住民基本台帳での世帯 

 

区 分 世 帯 の 収 入 状 況 負担上限額(月額) 
生活保護 生活保護受給世帯 ０円 
低所得１ 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円

以下の方 
０円 

低所得２ 市町村民税非課税世帯で低所得１に該当しない方 ０円 

一般１ 
市町村民税課税世帯で市町村民税所得割額が16万円未満(20歳未満の

施設入所者にあっては28万円未満)の方 
９,３００円 

一般２ 市町村民税課税世帯で一般１に該当しない方 ３７,２００円 

 

 

 

 

 

●同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用する場合などの軽減（高額障害福祉サービス費）  

同じ世帯のなかで障がい福祉サービス等を利用する人が複数いる場合や、障がい福祉サービスを利用して

いる人が介護保険のサービスを利用した場合は、負担上限額を超えた分が高額障害福祉サービス費として

支給されます。（利用者がいったん負担した後、差引額を返却する償還払い方式となります。）  

 

●新高額障害福祉サービス等給付費 

 高齢障害者の介護保険サービスの利用を促進するため、６５歳に至るまで相当の長期間にわたり障害

福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービス利用者負担が軽減されます。 

 （利用者がいったん負担した後、差引額を返却する償還払い方式となります。）  

 

●食費・光熱水費等の実費負担の軽減 

（障がい者支援施設入所者の場合） 

２０歳以上の方・・・生活保護、低所得１及び低所得２の方は、食費・光熱水費の実費負担を軽

減するために補足給付が支給されます。  

２０歳未満の方・・・保護者が地域で子どもを養育するために通常必要とする程度の負担となる

ように補足給付が支給されます。  

 

●生活保護への移行防止 

各種負担軽減策によっても、利用者負担のために生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とな

らないように負担が軽減されます。  

 

 

 

 

 

利 用 者 負 担 

利用者負担の軽減  
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（８） 障がい児支援の利用者負担 ［障がい児］ 

 

 

障がい児に関するサービスの利用については、障がい児の保護者が、徳島県又は市町村に支給申請

を行い、支給決定を受けた後、利用する施設や事業所と契約を結びます。  

 

 

 

  ●世帯の所得区分によって利用者負担の上限月額が設定されています。 

  ●なお、障がい児について、障がい児支援の負担上限額を算定する際の「世帯」の範囲は、障が 

い児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯を原則とします。  

  ●福祉型障がい児入所施設について、食費・光熱水費は実費負担となります。 

  ●医療型障がい児入所施設について、食費は入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。 

  ●この他、日常生活にかかる費用等が実費負担となります。 

 
区 分  世 帯 の 収 入 状 況  負担上限額(月額) 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得１ 市町村民税非課税世帯で障がい児の保護者の収入が80万円以下 ０円 

低所得２ 市町村民税非課税世帯で低所得１に該当しない方 ０円 

一般１ 
市町村民税課税世帯で市町村民税所得

割額が28万円未満の方 

居宅で生活する障がい児 ４，６００円 

障がい児入所施設に入所する障

がい児 
９，３００円 

一般２ 市町村民税課税世帯で一般１に該当しない方 ３７,２００円 

 
 
 
 

●同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用する場合の軽減（高額障害児通所・入所給付費） 

   同じ世帯のなかで障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、同一の利用者が複数のサービ

スを利用する場合（ホームヘルプと放課後等デイサービスを併用する等）は、負担上限額を超えた分

が高額障害児通所・入所給付費として支給されます。 

   （利用者がいったん負担した後、差引額を返却する償還払い方式となります。） 

  ●食費・光熱水費等の実費負担の軽減 

障がい児入所施設 
保護者が地域で子どもを養育するために通常必要とする程度の負担となるように補足
給付が支給されます。（２０歳未満の方） 

障がい児通所支援 
経過措置として、一定所得以下の方は、食費のうち人件費相当分が支給され、食材料費
のみの負担となります。 

 
  ●生活保護への移行防止 

各種負担軽減策によっても、利用者負担のために生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象

とならないように負担が軽減されます。  

 
●就学前障害児の発達支援の無償化について  

令和元年１０月１日より、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育

所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設が無償化の対象となります。無償

化の期間については、３歳になった年度の翌年度の４月１日から開始し、小学校就学で終了とな

ります。 

 

 

 

 

利 用 者 負 担 

利用者負担の軽減  
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（９） 障がいに係る自立支援医療 

障害者医療費公費負担（育成医療、更生医療、精神通院医療）は、平成１８年４月よりこ

れらを一元化した制度（自立支援医療制度）に変更されました。支給認定の実施主体

は、「育成、更生医療」が市町村、「精神通院医療」が徳島県です。  

平成２２年４月から、対象疾病に肝臓機能障がい (肝臓移植、抗免疫療法 )が加わりました。  
 

育 成 医 療 
身体に障がいのある児童の健全な育成を図るため、当該障がい児に対して行
われる、生活の能力を得るために必要な医療を支給します。 

更 生 医 療 
身体障がい者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障
がい者に対して行われる、更生のために必要な医療を支給します。  

精 神 通 院 医 療 
精神障がいの適正な医療の普及を図るため、精神障がい者に対して、当該精
神障がい者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障がいの医療
を支給します。 

 

 

 

  ●原則として医療費の１割を利用者が負担します。 

  ●ただし、世帯の所得水準によってひと月あたりの上限額が設定されています。 

  ●また、入院時の食事療養費又は生活療養費（いずれも標準負担額相当）については原則自己負担

となります。  

区 分 対 象 と な る 世 帯 負担上限額(月額) 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得１ 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方  ２,５００円 

低所得２ 市町村民税非課税世帯で低所得１に該当しない方 ５,０００円 

中間的な所得 市町村民税課税世帯で市町村民税所得割額が23万5千円未満の方 医療保険の自己負担限度額 

一定所得以上 市町村民税課税世帯で市町村民税所得割額が23万5千円以上の方 自立支援医療の対象外 

 

 

 

●「中間的な所得」、「一定所得以上」の方は、高額治療継続者(重度かつ継続)の場合、負担上

限額が上の表とは別に決められています。 

 
対 象 と な る 世 帯  負担上限額(月額) 

市町村民税所得割額が3万3千円未満  ５,０００円  

市町村民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満  １０,０００円  

市町村民税所得割額が23万5千円以上（経過措置） ２０,０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「中間的な所得」の方で、育成医療を利用される方については、経過措置として負担上限額が

設定されています。 

 
対 象 と な る 世 帯  負担上限額(月額) 

市町村民税所得割額が3万3千円未満  ５,０００円  

市町村民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満  １０,０００円  

重度かつ継続とは？ 

①疾病、症状等から対象となる方  

育 成 医 療 ・ 更 生 医 療 ：じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい (心臓移植後の抗免

疫療法に限る )又は肝臓機能障がい（肝臓移植後の抗免疫療法に限る）の方  

精 神 通 院 医 療 ：統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、依存症等の薬物関

連障がい、精神医療に一定以上の経験を有する医師が継続的な医療を要すると判断した方  

②疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方  

医療保険の多数該当の方  

 

利 用 者 負 担 

利用者負担の軽減  
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（10） 補装具費支給制度  

 

 

障がい者等の身体機能を補い、長期間にわたり継続して使用される用具（補装具）を支給します。 
 

障 が  い  区 分 補 装 具 の 種 目 

視覚障がい 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚障がい 補聴器、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ） 

言語機能障がい 

肢体不自由 
重度障害者用意思伝達装置 

肢体不自由 
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ（ T字

状･棒状のものを除く） 

身体障がい児のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

 

 

 

 

●原則として補装具費の１割を利用者が負担します。 

●ただし、所得によってひと月あたりの上限額が設定されています。 

●支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者の申請に基づき、市町村が行います。 

●なお、１８歳以上の障がいのある方について、負担上限額を算定する際の「世帯」の所得区分は、「個人単

位」を基本とし、「本人と配偶者のみ」の所得で判断します。 

●平成２４年４月１日より補装具費も高額障害福祉サービス費の対象として合算されることになりました。 

 

 

（注）世帯の中に市町村民税所得割額が４６万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。  

 
 
 
 
  ●生活保護への移行防止 

利用者負担のために生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならないように負担が軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 世 帯 の 収 入 状 況 負担上限額(月額) 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

一  般 市町村民税課税世帯 ３７,２００円 

利 用 者 負 担 

利用者負担の軽減  


